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３
・
４
・　

号
線
と
同
３
・
４
・　

１１

１８

号
線
の
一
部
が
、　

月　

日
（
金
）

１２

１４

に
開
通
し
ま
す
（
今
回
の
開
通
部

分
は
左
図
参
照
）。当
日
は
午
前　
１１

時
か
ら
通
行
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
都
北
多
摩
北
部
建
設

事
務
所
工
事
第
一
課�
０
４
２
・

５
４
０
・
９
５
１
６
ま
た
は
市
都

市
計
画
課�
４
７
０
・
７
７
６
２

へ
。

　

現
在
都
が
南
町
で
整
備
を
進
め

て
い
る
東
村
山
都
市
計
画
道
路

よ
う
に
発
送
し
ま
す
が
、
償
却
資

産
を
お
持
ち
の
方
で
用
紙
が
届
か

な
い
場
合
は
課
税
課
家
屋
資
産
税

係�
４
７
０
・
７
７
２
７
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
係
へ
。

現
在
の
資
産
の
所
有
状
況
を　

年
２０

１
月　

日
（
木
）
ま
で
に
申
告
す

３１

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

申
告
用
紙
は　

月
初
旬
に
届
く

１２

　

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な

る
も
の
と
し
て
、
土
地
や
家
屋
の

ほ
か
に
償
却
資
産
が
あ
り
ま
す
。

　

償
却
資
産
と
は
、
会
社
や
個
人

で
工
場
や
商
店
な
ど
を
経
営
し
て

い
る
方
が
、
そ
の
事
業
の
た
め
に

用
い
る
機
械
・
器
具
・
備
品
等
の

有
形
資
産
の
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
償
却
資
産
を
市
内
に

お
持
ち
の
方
は
、　

年
１
月
１
日

２０

収
し
ま
す
。

　

※
納
税
証
明
の
発
行
は
で
き

ま
せ
ん
。

�
夜
間
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】　

月　

日
（
水
）・

１２

１９

　

日
（
木
）
の
い
ず
れ
も
午
後

２０８
時
ま
で

�
休
日
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】　

月　

日
（
土
）・

１２

１５

　

日
（
日
）
の
い
ず
れ
も
午
前

１６９
時
〜
午
後
４
時

　

会
場
は
い
ず
れ
も
納
税
課

（
市
役
所
２
階
）。

　

詳
し
く
は
同
課�
４
７
０
・

７
７
３
０
へ
。

　

市
・
都
民
税
、
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
、
国
民
健
康
保
険

税
等
の
市
税
の
納
め
忘
れ
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
仕
事
な
ど
で
平

日
の
相
談
が
困
難
な
方
は
、
ぜ

ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

　

※
相
談
の
場
合
は
事
前
に
来

庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

※
介
護
保
険
料
は
納
付
書
を

を
持
参
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
領

指
名
参
加
登
録
が
な
い
と
、
契
約

し
て
納
入
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
説

明
会
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
【
日
時
】　

月
７
日
（
金
）
午
後

１２

３
時
か
ら

　
【
会
場
】市
役
所
７
階
７
０
１
会

議
室

　

詳
し
く
は
学
務
課
保
健
給
食
係

�
４
７
０
・
７
７
７
９
へ
。

　

市
立
学
校
給
食
物
資
納
入
業
者

選
定
委
員
会
は
、　

年
度
の
業
者

２０

指
名
参
加
登
録
を
次
の
日
程
で
受

け
付
け
ま
す
。

　
【
日
時
】　

月　

日
（
月
）
〜　

１２

１０

１４

日
（
金
）
の
午
前
８
時
半
〜
午
後

５
時（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

　
【
会
場
】学
務
課（
市
役
所
６
階
）

給
食
用
指
名
参
加
登
録 

業
者
説
明
会
を
開
催

　
　

年
度
か
ら
は
、
各
小
学
校
と

２０
の
直
接
契
約
は
無
く
な
り
ま
す
。

　
【
対
象
】次
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
方
。
①
保
育
士
、
看
護
師

の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
し
、
保

育
経
験
の
あ
る
方
②
市
内
在
住
の

　

歳
〜　

歳
の
方
③
家
庭
に
６
歳

２５

６２

未
満
の
お
子
さ
ん
の
い
な
い
方
④

保
育
専
用
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
９
・

９
平
方�
（
６
畳
）
以
上
を
１
階

に
有
す
る
こ
と

　

申
し
込
み
は
履
歴
書
・
資
格
証

明
書
の
写
し
を
直
接
保
育
課
（
市

役
所
１
階
）
へ
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
申
し
込
み
受
け
付
け
後
、
名

簿
登
録
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
保
育
課
保
育
係�
４

７
０
・
７
７
４
５
へ
。

　
【
賃
金
】
時
給
１
０
３
０
円

　
【
そ
の
他
】
交
通
費
別
途
支
給
、

社
会
保
険
加
入
、
有
給
休
暇
あ
り
、

被
服
貸
与

　

申
し
込
み
は
、　

月
３
日
（
月
）

１２

〜　

日
（
水
）
に
市
販
の
履
歴
書

１２
（
写
真
添
付
）
に
希
望
職
種
を
記

入
の
上
、
必
ず
本
人
が
直
接
学
務

課
（
市
役
所
６
階
）
へ
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

　

※
履
歴
書
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

　

※
採
用
は
履
歴
書
の
書
類
選
考

後
に
面
接
を
実
施
し
て
決
定
し
ま

す
。

　

詳
し
く
は
学
務
課
保
健
給
食
係

�
４
７
０
・
７
７
７
９
へ
。

家

庭

福

祉

員

　

保
育
士
・
看
護
師
等
の
資
格
を

持
ち
、
経
験
豊
か
な
保
育
者
が
自

宅
の
一
部
を
開
放
し
、
家
庭
的
な

雰
囲
気
の
下
で
少
数
の
子
ど
も
を

預
か
る
制
度
で
す
。

　
【
募
集
人
数
】
１
人

市

立

小

学

校 

給

食

臨

時

職

員

　

教
育
委
員
会
で
は
、　

年
度
学

１９

校
給
食
臨
時
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
職
種
】
給
食
調
理
員
（
調
理
補

助
）

　
【
対
象
】　

歳
く
ら
い
ま
で
の
方

５０

　
【
雇
用
期
間
】　

年
１
月
７
日
か

２０

ら
を
予
定
（
６
カ
月
ご
と
に
雇
用

期
間
更
新
あ
り
）

　
【
勤
務
日
】
原
則
と
し
て
土
曜
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
給
食
実
施

日
　
【
勤
務
時
間
】午
前
８
時
半
〜
午

後
４
時
（
昼
休
憩　

分
含
む
）

４５

　
【
勤
務
場
所
】
市
立
小
学
校

ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係�
４
７
０
･
７
７
３
３

へ
。

　

市
で
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方
に
、
健
康
の
大
切

さ
や
医
療
保
険
制
度
へ
の
理
解
を

深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
医
療
機

関
等
で
受
診
し
た
医
療
費
の
額
等

を
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
通
知
す
る
も
の
は
、
保
険

医
療
機
関
等
で
受
診
さ
れ
た
内
容
、

整
骨
院
や
接
骨
院
な
ど
で
治
療
を

受
け
柔
道
整
復
師
か
ら
市
へ
請
求

が
さ
れ
た
内
容
で
す
。
対
象
は
９

月
に
受
診
し
た
も
の
で
、
受
診
年

月
・
受
診
者
名
・
受
診
区
分
（
入

院
、
柔
整
等
）・
受
診
日
数
・
医
療

費
の
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

※
医
療
費
の
額
に
は
、
自
由
診

療
に
よ
る
も
の
や
差
額
ベ
ッ
ド
代

な
ど
保
険
対
象
外
の
額
は
含
ま
れ

て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
保
険
医
療

機
関
等
か
ら
請
求
が
遅
れ
て
い
る

も
の
は
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

通
知
は　

月
下
旬
に
送
付
し
ま

１２

す
。
な
お
、
こ
の
通
知
に
よ
っ
て
、

特
に
手
続
き
を
す
る
必
要
は
あ
り

リ
ス
マ
ス
や
お
正
月
の
さ
ま
ざ
ま

な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
皆
さ
ん
を
お
迎

え
し
ま
す
。
ぜ
ひ
来
館
く
だ
さ
い
。

　
【
料
金
】展
示
室
券
＝
大
人
５
０

０
円
、
子
ど
も
（
４
歳
〜
高
校
生
）

２
０
０
円
▽
展
示
＋
プ
ラ
ネ
タ
リ

ウ
ム
観
覧
券
＝
大
人
１
０
０
０
円
、

　

子
ど
も
４
０
０
円
▽
展
示
＋
全

天
周
映
画
券
＝
大
人
１
０
０
０
円
、

子
ど
も
４
０
０
円
▽
セ
ッ
ト
券

（
展
示
＋
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
＋
全

天
周
映
画
）
＝
大
人
１
４
０
０
円
、

子
ど
も
５
０
０
円

　
【
開
館
時
間
】午
前
９
時
半
〜
午

後
５
時（
入
館
は
午
後
４
時
ま
で
）

　
【　

月
の
休
館
日
】
３
日
（
月
）・

１２

　

日
（
月
）・　

日
（
月
）
〜　

日

１０

１７

１９

（
水
）・　

日
（
金
）
〜　

日
（
月
）。

２８

３１

年
明
け
は
１
月
４
日
（
金
）
か
ら

開
館
し
ま
す

　

詳
し
く
同
館�
４
６
９
・
６
１

０
０
へ
。

　

構
造
計
算
の
偽
装
の
有
無
と
耐

震
性
の
検
証
を
す
る
た
め
、
一
時

休
館
し
て
い
た
多
摩
六
都
科
学
館

の
安
全
性
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

休
館
中
の
ご
不
便
・
ご
迷
惑
に
つ

き
ま
し
て
深
く
お
詫
び
し
ま
す
。

　
　

月
末
ま
で
の
「
お
客
様
感
謝

１２
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
は
じ
め
、
ク

の
方
に
は
、　

歳
に
達
す
る
３

６５

カ
月
前
に
裁
定
請
求
書
を
送
付

し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
年
金
の
請
求
は
誕
生

日
の
前
日
か
ら
で
き
ま
す
の
で
、

裁
定
請
求
書
と
同
時
に
送
付
さ

れ
る
「
年
金
を
請
求
さ
れ
る
皆

様
へ
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
必

要
書
類
を
用
意
の
上
、
年
金
の

請
求
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

裁
定
請
求
書
の
事
前
送
付
に

つ
い
て
詳
し
く
は
武
蔵
野
社
会

保
険
事
務
所�
０
４
２
２
・　

・
５６

１
４
１
１
ま
た
は
「
ね
ん
き
ん

ダ
イ
ヤ
ル
」�
０
５
７
０
・　

・
０５

１
１
６
５
へ

老
齢
基
礎
年
金
の 

繰
り
上
げ
・
繰
り
下
げ

は

慎

重

に

　

老
齢
基
礎
年
金
は
、
原
則
と

し
て　

歳
か
ら
の
支
給
で
す
が
、

６５

　

歳
〜　

歳
で
希
望
す
る
と
き

６０

６４

か
ら
受
給
す
る
繰
り
上
げ
請
求

や
、　

歳
に
達
し
た
日
以
後
の

６６

希
望
し
た
と
き
か
ら
受
給
す
る

繰
り
下
げ
の
申
し
出
を
す
る
こ

と
に
よ
り
、
受
給
開
始
の
時
期

を
選
択
で
き
ま
す
。

　

繰
り
上
げ
請
求
を
し
た
場
合

は
年
金
額
が
減
額
さ
れ
、
繰
り

下
げ
の
申
し
出
を
し
た
場
合
は

年
金
額
が
増
額
さ
れ
ま
す
。
な

お
、
年
金
を
請
求
し
て
決
定
さ

れ
た
支
給
率
は
生
涯
変
わ
り
ま

せ
ん
。ま
た
、繰
り
上
げ
・
繰
り

下
げ
は
一
度
手
続
き
を
し
て
し

ま
う
と
取
り
消
す
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
市
保
険
年
金
課
国

保
年
金
資
格
係�
４
７
０
・
７

７
３
２
ま
た
は
武
蔵
野
社
会
保

険
事
務
所�
０
４
２
２
・　

・
５６

１
４
１
１
へ
。

裁
定
請
求
書
の 

事

前

送

付

　

社
会
保
険
庁
で
は
、
皆
さ
ん

の
年
金
加
入
記
録
を
基
に
受
給

資
格
の
確
認
を
行
い
、　

歳
で

６０

受
給
権
が
発
生
す
る
方
（
老
齢

基
礎
年
金
の
受
給
資
格
を
満
た

し
、
厚
生
年
金
の
加
入
期
間
が

　

カ
月
以
上
あ
る
方
）
に
は　

１２

６０

歳
に
達
す
る
３
カ
月
前
に
、　
６５

歳
で
受
給
権
が
発
生
す
る
方
お

よ
び　

歳
〜　

歳
で
既
に
受
給

６０

６４

権
が
発
生
し
て
い
る
が
未
請
求

償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
）
の
申
告
は

　
　
　
　
　
　

年
１
月　

日
（
木
）
ま
で
に

２０

３１

国
民
健
康
保
険
・
医
療
費
（
９
月
分
）
通
知
を
送
付

準
備
を
進
め
て
い
る
事
業
所
も
あ

り
ま
す
。

　

事
業
所
の
活
動
内
容
は
、
ク
ッ

キ
ー
や
パ
ン
の
製
造
販
売
、
機
織

り
や
木
工
品
等
の
創
作
活
動
、
パ

ソ
コ
ン
作
業
の
請
負
、
内
職
作
業

等
で
す
。
地
域
の
バ
ザ
ー
等
に
も

積
極
的
に
参
加
し
て
販
売
も
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
公
民
館
や
ス
ポ

ー
ツ
セ
ン
タ
ー
、
地
域
セ
ン
タ
ー

の
喫
茶
コ
ー
ナ
ー
の
運
営
・
清
掃

活
動
や
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
運

営
、
手
作
り
弁
当
の
配
食
サ
ー
ビ

ス
等
で
地
域
に
貢
献
し
て
い
る
事

業
所
も
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
の
機

会
に
ぜ
ひ
各
事
業
所
の
活
動
に
注

目
し
て
く
だ
さ
い
。

　

障
害
の
有
無
、
障
害
の
種
類
や

程
度
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
可

能
性
を
発
揮
し
て
快
適
に
社
会
生

活
を
送
り
た
い
気
持
ち
は
皆
同
じ

で
す
。
し
か
し
、
障
害
を
持
ち
な

が
ら
生
活
す
る
に
は
、
ま
だ
妨
げ

に
な
っ
て
い
る
壁
（
バ
リ
ア
）
が

多
い
の
が
現
状
で
す
。
道
路
の
段

差
な
ど
の
物
理
的
バ
リ
ア
を
取
り

除
く
に
は
時
間
や
費
用
が
必
要
と

な
り
ま
す
が
、
心
の
バ
リ
ア
は
私

た
ち
の
気
持
ち
次
第
で
取
り
除
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
「
障
害

者
週
間
」
を
機
会
に
、
障
害
の
あ

る
方
と
共
に
過
ご
し
や
す
い
地
域

社
会
と
な
る
よ
う
関
心
と
理
解
を

深
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

詳
し
く
は
障
害
福
祉
課�
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

　

毎
年　

月
３
日
〜
９
日
の
１
週

１２

間
は
、障
害
者
基
本
法
に
よ
り「
障

害
者
週
間
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。「
障
害
者
週
間
」
と
は
、
国
民

の
間
に
障
害
の
あ
る
方
の
福
祉
に

つ
い
て
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る

と
と
も
に
、
障
害
の
あ
る
方
が
社

会
・
経
済
・
文
化
そ
の
他
あ
ら
ゆ

る
分
野
の
活
動
に
積
極
的
に
参
加

す
る
意
欲
を
高
め
る
こ
と
を
目
的

に
、
従
来
の
「
障
害
者
の
日
」（　
１２

月
９
日
）
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、

　

年
６
月
に
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

１６
　

現
在
、
障
害
の
あ
る
方
を
支
援

す
る
施
策
は
「
障
害
者
自
立
支
援

法
」
の
本
格
的
な
施
行
（　

年　
１８

１０

月
１
日
）
に
よ
り
、
従
来
か
ら
の

サ
ー
ビ
ス
が
再
構
築
さ
れ
、
大
き

な
転
機
を
迎
え
ま
し
た
。
そ
れ
に

伴
い
、
障
害
の
あ
る
方
の
就
労
の

場
・
活
動
の
場
と
し
て
重
要
な
役

割
を
担
っ
て
き
た
小
規
模
作
業
所

等
（
以
下
「
事
業
所
」）
の
形
態
も

変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

事
業
所
の
多
く
は
障
害
者
自
立

支
援
法
で
規
定
す
る
新
体
系
事
業

に
移
行
し
て
い
く
予
定
で
す
。
主

な
新
体
系
事
業
と
は
次
の
通
り
で

す
。

　

①
生
活
介
護
…
創
作
活
動
や
生

産
活
動
の
機
会
を
提
供
し
な
が
ら
、

日
中
活
動
（
食
事
・
排
せ
つ
等
）

の
支
援
を
行
う
事
業

　

②
就
労
移
行
支
援
…
一
般
就
労

に
向
け
た
訓
練
や
相
談
を
行
う
事

業
　

③
就
労
継
続
支
援
…
一
般
就
労

に
結
び
つ
か
な
い
方
に
働
く
場
を

提
供
し
て
、
作
業
能
力
の
向
上
の

た
め
の
訓
練
を
行
う
事
業

　

い
ず
れ
も
、
障
害
の
あ
る
方
が

社
会
参
加
を
目
指
し
な
が
ら
日
中

活
動
を
行
う
た
め
に
は
、
欠
か
せ

な
い
も
の
と
い
え
ま
す
。

　

市
内
の
事
業
所
の
状
況
は
、
既

に
３
カ
所
の
事
業
所
が
新
体
系
事

業
で
運
営
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
来
年
度
に
向
け
て
移
行
の

　

月
３
日
〜
９
日
は「
障
害
者
週
間
」

１２

東３・４・１１号線、南町小学校付近の様子東３・４・１１号線、南町小学校付近の様子
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夜
間
・
休
日

納
税
相
談
窓
口
を

開
設

指
名
参
加
登
録
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け

　

年
度
小
・
中
学
校
給
食
用
物
資
納
入
業
者

２０

一
時
休
館
し
て
い
た

多
摩
六
都
科
学
館
が
再
開

東村山都市計画道路

の一部が開通

３・４・１１号線、１８号線

N五小通り

市施工区間

所
沢
街
道

今回開通部分
事業中部分

南町小学校

柳新田通り

新青梅街道

東３・４・１１号線

東
３
・
４
・
１８
号
線

東
３
・
４
・
１８
号
線

南
町
通
り

今回の開通部分


